
へき地保健医療対策検討会 資料・ 4 

第 1 回 (H17. 1. 24) 

無 歯科 庄 地区調査 表 ( 案 ) 



  第 Ⅰ表のⅠ 

無 歯科医地区等調査調査 票 ( 平成 1 6 年 1 2 月末日現在 ) 

整理記号・番号         都道府県名 

二次医療 圏名 符号   所轄保健所名 
      

市 町 村 名 符号 
      符号   

フ リ ガ ナ 
( カタカナ 言己八   )"     

( 1 ) 無 歯科医地区 名 
( 2 ) メ ツシュコード         

a  無 歯科医地区の 定義に該当する 

l(3) 調査対象となる 事情 l b  無 歯科医地区に 準じる定義に 該当する   

a 過 疎 b 山 村 。 豪 雪 d 特 豪 
(4) 法律適用状況 

e 離 島 f 沖 縄 9 奄 美 h 適用 外 
( 5  ) 総 世 帯 数 世帯 (6) 高齢者世帯数 世帯 
( 7 ) 電話保有世帯数 世帯 (8) 自動車 ( 船 ) 保有世帯数 世帯 
(9) 地区内人口等の 状況 1  人口 ( 平成 16 年 月 日現在 ) 2 寝たきり者数 3 就労者数 

区分 ( 再掲 ) ( 再掲 ) 
総 数 0 ～ 皿才 15 ～観方 鰍円才乃刊 Ⅹ 上 

男 人 人 人 人 人 人 人   女 人 人 人 人 人 人 人 

- 一 口 - - 十         人 人 

人 人   人   人   人   世帯 世帯 

(10) 国保加入者の 状況   1 加入者数 ( ㍻何 % 耗腔 人 (11) 地区内の中心的場所へ a  可 

2  受診件数 ( 平成 16 年 11 月分 ) 件 の 自動車の乗 入 b 不 可 

(12) 無 歯科医地区となって a 歯科医師の確保ができない b 財政上歯科医療機関の 設置不能 
  いる主な理由 lc 巡回歯科診療で 十分 d 最善南斗 医寮鰯謁 があ るので不必要   

( 人ロ 膿ノ Ll ら 吐の無 蹄斗医 * 也囚 e  その他 (   

(13) 平成 15 年度歯科巡回 
1 歯科巡回診療 実施主体 

a 都道府県 b  市町村 

診療・歯科健康教育 c  その他 (   

等の実施状況 
回 

実施回数 10 @  ---15 年度 @  年度 @  ---@  @  回 

受診者 延 教護 庄ニ                       回 

a  無 歯科医地区の 対象人数の減 

減の理由 b 歯科巡回診療を 行 う 体制の減 
c  その他 (   

2 離島歯科 
実施主体 

a 都道府県 b  市町村 

診療 班 による c  その他 (   

歯科診療 

受診者数                                 

a 無 歯科医地区の 対象人数の減 
減の理由 b  歯科巡回診療を 行う体制の減 

c  その他 (   

3 歯科健康教育 実施機関 a 都道府県 b 市町村 c その他 (   

実施回数 回   
4 歯科健康相談 実施機関 a 都道府県 b 市町村 c その他 (     実施回数   回 



止 
第 1 表の 2 凶 

無 歯科医地区 名 整理記号・番号 
    

(14) 最寄 歯科医療機関 1  名 
      

の 状況 
称     

2 所 在 地 

a 都道府県 b 市町村 。 公的四団体 d 医療法人 
3  設置主体 

e 個 人 f その他 (   

4 最寄り歯科医 a 病院 b 一般診療所 5 u 過当り歯科診療 (   

療 機関の種別 c 歯科診療所 日数 日 

6  歯科診療時間 ---------------------------------------. 平 日 ・ ～ 
土曜日     
日祭日   

7  歯科園市数等常 -------------------------- 勤 人 8  自動車 ( 船 ) km 
非常勤 人 利用の場合                                 
平均年齢 歳 分 

9 歯科診療体制 休日歯科 a  毎 休日 b  朱実施 
診療体制 c  その他 (   

夜間歯科 a  無休日 b  朱 実施 
診療体制 c  その他 (   

(15) 最寄 歯科医療機関 区 分 距 離 時 間 往復 便 数 
  km 分 まで公共交通機関 --------------- 徒 歩                                                                                                                 

  km 分 一日 往復 を利用する場合 の --------------- ハ ス                                                                                                                 

時間等 鉄 道   km 分 一日 往復   
、 舶 口   k Ⅲ 分 一日 往復   

そ の他 
      k 帝 分 一日 往復 

- 一 = 口 十   km 分 
区 分 豪雪此等の場合の 冬季利用状況   
/ ベ ス a 可 b 不可 (  月 句 ～ 月 宿 り   
鉄 道 a 可 b 不可 (  只 句 ～ 只 句 )   

Ⅰ屯 田Ⅲ a 可 b 不可 (  月 句 ～ 只 句 )   
そ の他 a 可 b 不可 (  只 句 ～ 只 句 ) 

(16) へき地歯科保健医療                                                                                                                                                   

の 充実または歯科医                                                                                                                                                   

師 確保のため市町村                                                                                                                                                   

独自で行っている 事                                                                                                                                                   

業         
(17) へき地歯科保健医療                                                                                                                                                   

に関する市町村長の   
意見、 要望等                   
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Ⅰ 調査の概要 

1  調査の目的 

この調査は、 全国の無歯科医地区等の 実態及び歯科医療確保状況の 実態を調査し、 へ 

き地 歯科保健医療体制の 確立を図るための 基礎資料を得ることを 目的とする。 

2  調査の対象 

全国の無歯科医地区及び 無 歯科医地区には 該当しないが、 無 歯科医地区に 準じた歯科 

医療の確保が 必要な地区と 各都道府県知事が 判断し、 厚生労働大臣に 協議できる地区 

( 以下「 無 歯科医地区に 準じる地区」という。 ) を有する市町村とする。 

3  調査事項 

無 歯科医地区等の 状況、 最寄医療機関までの 交通事情及び 無 歯科医地区等の 内情等を 

調査する。 

4  調査機関 

この調査は、 厚生労働省 医 政局長が各都道府県知事の 協力を得て行 う ものとし、 知事 

は無歯科医地区等を 有する市町村長を 指導して行 う ものとする。 

5  調査 票 等の作成者 

この調査 票等は 、 原則として次の 区分により各都道府県知事及びその 指導の下に市町 

村長が作成する。 市町村長は、 調査 票 等の作成にあ たっては、 必要に応じ都道府県又は 

所轄の保健所長と 協議等を行い、 責任をもって 作成する。 
(1) 市町村長が作成するもの                                                                   第 i 表 、 第 2 表、 

(2) 都道府県知事が 作成するもの                                                       第 3 表、 地図 

6  調査日及び調査 票 等の提出期限 

(1)  この調査 日は 、 平成 1 6 年 1 2 月末現在とする。 

(2)  市町村長は平成 1 6 年 月 日 までに調査 票 等を都道府県知事に 送付する 

こと。 

(3)  都道府県知事は、 提出された調査 票は ついて必要な 審査を行い、 無医地区等の 

整理記号・番号等を 付し、 また、 併せてへき地保健医療対策に 関する都道府県の 

意見・要望等及び 地図を作成し、 各 1 部を平成 1 6 年 月 日 までに厚生 労 

働 管区政局長あ て提出すること。 

  



7  用語の定義 

(1)  「 無 歯科医地区」 

本調査で無歯科医地区とは、 歯科医療機関のない 地域で、 当該地区の中心的な 

場所を起点として、 おおむね半径 4 ㎞の区域内に 5 0 人以上が居住している 地区 

であ って、 かつ容易に歯科医療機関を 利用することができない 地区をいう。 

( 注 ) ア この定義でいう「歯科医療機関」とは、 医療法施行令第 5 条の 1 1 第 1 項 

第 2 号の規定による 歯科 ( 小児歯科、 矯正歯科又は 歯科口腔覚科 ) を棲棲す 

る病院及び歯科診療所をいう。 

( ア ) 診療日の多少にかかわらず、 定期的に開 診 していれば 無 歯科医地区とは 

ならない。 

( イ ) 歯科診療所はあ るが、 歯科医師の不在等の 理由から、 「休診 届 」がなさ 

れている場合は 無歯科医地区として 取り扱う。 

イ この定義でい う 「おおむね半径 4 ㎞の区域」のとり 方は地図上の 空間距離 

を原則とするが、 その圏内に存在する 集落間が、 山、 谷、 海などより断絶さ 

れている場合は 分割して差し 支えない。 (1 5, 1 6 ぺージ 例 参照 ) 

ウ この定義でい う 「容易に医療機関を 利用することができない」場合とは、 

夏期における 交通事情が次の 状況にあ る場合を いう 。 

( ア ) 地区の住民が 歯科医療機関まで 行くために利用することができる 定期交 

通機関がない 場合 

( イ ) 地区の住民が 歯科医療機関まで 行くために利用することができる 定期交 

通機関はあ るが、 1 日 3 往復以下であ るか、 または 4 往復以上であ るが、 こ 

れを利用しても 歯科医療機関まで 行くために必要な 時間 ( 徒歩が必要であ る 

場合は徒歩に 必要な時間を 含む ) が 1 時間をこえる 場合。 

( ウ ) ただし、 上記 ( ア ) または ( イ ) に該当する場合であ っても、 タタシー、 

自家用車 ( 船 ) の普及状況により、 受療することが 容易であ ると認められる 

場合は除く。 

( たとえば、 道路事情 ( 舗装状況、 幅員等 ) 、 地理的条件 ( 都市の郊覚的存 

在 ) 、 歯科医療機関がないことについて、 住民の不便、 不安感がないという 

ような事情を 考慮して判断すること。 ) 

(2)  「 無 歯科医地区に 準じる地区」 

無 歯科医地区には 該当しないが、 無 歯科医地区に 準じた歯科医療の 確保が必要 

な 地区と各都道府県知事が 判断し、 厚生労働大臣に 協議できる地区をいう。 

( 注 ) この定義でい う 、 「各都道府県知事が 判断し」とは、 無 歯科医地区の 定義には 

該当しないが、 無 歯科医地区として 取り扱うべき 特殊事情として 次に掲げる要件 

のいずれかに 該当する場合に、 無 歯科医地区に 準じる地区として 適当と認められ 

る地区であ るか判断する。 

(  2  ) 



ア 半径 4 ㎞の地区内の 人口が 5 0 人未満で、 かっ、 山、 谷、 海などで断絶さ 

れて い て、 容易に歯科医療機関を 利用することができないため、 歯科巡回診 

療が必要であ る。 

イ 半径 4 ㎞の地区内に 歯科医療機関はあ るが診療日数が 少ないか ( 概ね 3 日以 

下 ) 又は診療時間が 短 い ( 概ね 4 時間以下 ) ため、 歯科巡回診療等が 必要であ る。 

ウ 地区の住民が 歯科医療機関まで 行くために利用することができる 定期交通 

機関があ り、 かっ、 1 日 4 往復以上あ り、 また、 所要時間が 1 時間未満であ 

るが、 運行している 時間帯が朝夕に 集中して い て、 住民が歯科医療機関を 利 

用することに 不便なため、 歯科巡回診療等が 必要であ る。 

オ 豪雪地帯等において 冬期間は定期交通機関が 運行されない、 又は極端に運 

打数が少なくなり、 住民が不安感を 持つため、 歯科巡回診療等が 必要であ る。 

  



Ⅱ 調査票の記入要領 

ェ 第 1 表 「調査 票 」 

0 本葉 は無 歯科医地区等ごとに 作成すること。 

0 符号 ( コード番号等 ) については、 都道府県が記入することとし、 都道府県の統計 

業務担当部局と 連絡のうえ、 誤記のないように 特に留意すること。 

( 参照 ) 

・都道府県別市町村別符号及び 保健所符号一覧 ( 厚生労働省大臣官房統計情報部 ) 

・市町村別地域 メ ツシュコード 一覧 ( 総務省統計局 ) 

・二次医療 圏 コード一覧 ( 別紙 ) 

0 本葉において、 時間の記入は、 分 単位 ((12) の 4 は除く ) で記入すること。 

( 例 : 1 時間 2 5 分 つ 8 5 分 ) 

0 木裏 において、 時刻の記入は、 1 日 2 4 時間表示方式によること。 

( 例 : 午後Ⅰ 時 3 0 分 つ 1 3 : 3 0) 

整理記号・番号 

二次医療 圏 名 

所轄保健所名 

市 町 村 名 

(1) 無 歯科医 地 E 名 

(2) メッシュコー 

ド 

㈹調査の対象と 

なる 事 ， 清 

上 2 桁 : 都道府県の符号番号を 記入すること。 

上 3 桁 : a 二 「 無 歯科医地区」、 b 二 「 無 歯科医地区に 準じる 地 

区 」の記号を記入すること。 

下 3 桁 : 都道府県が決定した 無 歯科医地区等の 3 桁の一連番号 

(a 、 b それぞれ 0 0 1 から始まるものとする ) を記入す 

ること。 なお、 この番号 は 第 2 表の整理記号・ 番号と一致 

するものであ ること。 

それぞれ 無 歯科医地区等が 所在する二次医療 圏 等の名称を記入する 

とともに、 その符号を記入すること。 

( 注 ) 二次医療 圏 とは、 医療法第 3 0 条の 3 第 2 項 第 1 号に規定す 

る 区域をいう。 

無 歯科医地区等の 中心的集落の 名称 又は 当該地区について 固有の名 

称があ れば、 その名称を記入すること。 

  

@ 当該地区の中心的な 場所の第 3 次地域メッシュコードを 記入するこ 

と 。 

該当するものの 記号を 0 で囲むこととし、 「 b 無 歯科医地区に 準じ 

る 定義に該当する」に 該当する場合は、 その具体的事情を ( ) 内 

に 簡潔に記入すること。 

( 4 ) 



㈲法律適用状況 
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次により該当するものの 記号を 0 で囲むこと。 

a  過 疎一過疎地域特別措置法 

b  山 村一山村振興法 
c 豪 雪 一 豪雪地帯対策特別措置法第 2 条第 1 項 

d 特 豪一   第 2 条第 2 項 

e  離 島 @  離島振興法 

f  沖 縄 一 沖縄振興特別措置法 

9  奄 美一奄美群島振興開発特別措置法 

h  適用 外一 上記のいずれにも 該当しないもの 

当該地区内の 総世帯数を記入すること。 

当該地区内の 世帯における 男 6 5 歳以上、 女 6 0 歳 以上の者のみで 

構成する世帯、 又 は 、 これに 1 8 歳未満の者が 加わった世帯の 世帯 

数を記入すること。 

当該地区内の 世帯における 電話機 ( 有線放送電話用を 含む ) の保有 

世帯数を記入すること。 

当該地区内の 世帯における 自動車 ( 離島内に所在する 無 歯科医地区 

等であ って島内に歯科医療機関がなり 場合には自動車に 替えて 船と 

する ) の保有世帯数を 記入すること。 

( 注 ) 1  ここにい う 自動車とは、 道路運送車両法にい う 普通自動 

車、 三輪及び四輪の 小型自動車及び 軽自動車 ( 二輪を除く ) 

とする。 

( 注 ) 2  ここに いう船 とは、 船舶職員法第 5 条 第 t 項 4 号に規定 

する小型船舶操縦士以上の 資格がなけれ ば 操縦することが 

できない船舶をい う 。 

当該地区内の 住民の数で、 把握している 直近の住民基本台帳 人ロと 

し、 その時点を明記すること。 

なお、 計 欄の上段 ( ) には、 前回調査時点の 数を記入 ( 前回調査 

時には 無 歯科医地区等に 該当しなかった 場合には空白 ) すること。 

身体上又は精神上の 障害があ って日常生活を 営むのに支障のあ るい 

わゆるねたきり 者の数及びその 者の居る世帯数を 記入すること。 

  



ハ くり 就 労 苦 教 職業に従事している 者の数を記入すること。 

(10) 国保加入者の 

状況 

(11) 地区内の中心 

的場所への自 

動車の乗 入 

(12) 無 歯科医地区 

となっている 

主な理由 

( 如 500 人以上の無 医ぬ E) 

( ㈹平成 1 5 年度 
歯科巡回診療 

、 歯科健康教 

育等の実施状 

況 

(14) 最寄 歯科医 

僚 機関の状況 

等 

1 名 称 

当該地区内における 平成 i 6 年 1 2 月末日現在の 国民健康保険被保 

険者数及びこれらの 者の平成 1 6 年 1 2 月の受診件数を 記入するこ 

と。 

該当するものの 記号を 0 で囲むこと。 

人口 5 0 0 人以上の無歯科医地区において、 該当するものの 記号を 

0 で囲むこととし、 「 f その他」に該当する 場合は、 その理由を 

( ) 内に簡潔に記入すること。 (2 以上の理由に 該当する場合 

( 重複 ) もあ る。 ) 

なお、 人口 5 0 0 人未満の無歯科医地区及び 無 歯科医地区に 準じる 

地区においては、 記入を要しないものであ ること。 

当該地区を対象として 行われた歯科巡回診療、 離島歯科診療 班 、 歯 

科健康教育、 歯科健康相談の 1 5 年度実績を記入すること。 

( 注 ) 1  「歯科巡回診療」及び「離島歯科診療 班 」の実施主体、 

減の理由については、 該当する記号 0 で囲むこと。 「そ 

の他」に該当する 場合は、 その理由を ( ) 内に簡潔に 

記入すること。 

2  「歯科健康教育」とは、 講演、 パンフレット 配布等下侍 

定多数に対して 行 う 歯の健康に関する 啓蒙、 普及等の活 

動を いう 

3  「歯科健康相談」とは、 むし歯、 歯周病等の疾患を 有し 

たり、 義歯の不調を 訴えたりする 者 スは その家族等に 対 

し 歯科における 健康管理、 疾病予防等に 関する相談、 指 導 等を行うことをい う   
  

最寄 歯科医療機関の 名称を記入するとともに、 医療施設基本ファ 

イル ( 厚生労働省大臣官房統計情報部 ) に使用している 当該歯科医 

療機関の整理番号を 記入すること。 

(@ 6@ ) 



2 所 在 地 景寄 歯科医療機関の 所在地及び市町村コードを 記入すること。 

3 設置主体 該当するものの 記号を 0 で囲むこととし、 「 f その他」に該当する 

場合は、 その設置主体を ( ) 内に記入すること。 

4 最寄 歯科医療 医療法施行令第 5 条の 1 1 第 1 項 第 2 号の規定による 歯科を標 傍す 

機関の種別 る 病院及び歯科診療所をいい、 診療所を更に 一般診療所と 歯科診療 

所 傭耕のみ ) に区分して該当するものの 記号を 0 で囲むこと。 

5 1 週当り歯科 1 過当りの歯科診療日数を 記入することとし、 曜日等を決めて 診療 

診療日数 している場合には 上段 ( ) 内にその曜日等を 記入すること。 

6 歯科診療時間 歯科診療を行っている 時間帯を記入すること。 

7 歯科医師数等 

当該歯科 E 療 機関の診療に 従事する歯科医師数を 常勤、 非常勤ごと 

に 記入すること。 

また、 平均年齢については 常勤、 非常勤全員の 平均年齢を記入する 

こと。 

8 自動車 ( 船 ) 

利用の場合の 全行程を自動車 ( スは船 ) のみで利用した 場合の、 その距離と所要 

距離・時間 時間を記入すること。 

9 歯科診療体制 当該歯科 E 僚 機関の休日歯科診療、 夜間歯科診療について 該当する 

ものの記号を 0 で囲むこと。 

(15) 愚答歯科 E 療 当該地区の中心的場所から 上記 最寄 歯科 E 療 機関まで公共交通機関 

機関まで公共交 を利用する場合の 順路に従 ひ 、 距離、 時間及び夏期における 1 日 

通 機関を利用す ( 平日の往復便数を 記入すること。 この場合、 途中に交通機関の 乗 

6 場合の時間等 継ぎがあ って、 その乗継ぎのための 待ち時間が生じるのが 普通の状 

況の時は平均的な 待ち時間を加えてよいこと。 

また、 豪雪地帯等の 場合で、 冬期間のうち 1 ケ 月以上交通機関が 機 

能 を果たさないか 否かによって 該当するものの 記号を 0 で囲むこと 

とし、 「 b 不可」に該当する 場合は、 その平均的期間を 記入するこ 

と 。 

  



(16) へき地歯科保 

健医療の充実 

または歯科医 

師確保のた 

め、 市町村独 

自で行ってい 

る事業 

当該市町村において 当該地区に対して 独自に行っている 事業があ れ 

ば記入すること。 

(16) へき地歯科 保 市町村長の意見、 要望等があ れば記入すること。 

健 医療に関す 

る 市町村長の 

意見、 要望等 

  




